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藤岡地域の皆様へ 

       栃木市選挙管理委員会 

 

下宮区域の投票所の変更について 

 新春の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、この度、藤岡第５投票区「北川辺スポーツ遊学館」が廃止となり、次

回の選挙から下記のとおり変更になりますので、お知らせいたします。 

 

記 

１．投票区域名    下宮 

    

２．変更前の投票所  藤岡第５投票区 「北川辺スポーツ遊学館」（廃止） 

                  ⇓ 
３．変更後の投票所  藤岡第４投票区 「藤岡遊水池会館」（統合） 

 

 

※今回の変更に伴い、下記の投票区の番号のみ順次繰り上がります。 

  変更前   藤岡第６投票区 「赤麻地区公民館」 

       藤岡第７投票区 「三鴨地区公民館」 

       藤岡第８投票区 「大田和公民館」 

              ⇓ 

変更後   藤岡第５投票区 「赤麻地区公民館」 

       藤岡第６投票区 「三鴨地区公民館」 

       藤岡第７投票区 「大田和公民館」 
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